
相 続 支 援

相続税対策
相続税申告

不動産売買

遺言執行

大切な財産を大切な人に遺すにはどうしたらよいか。
答えはプロの手による支援が必須です。
弁護士をはじめとした専門家集団が相続のお悩みを解決、
あなたを全力でサポートいたします。

無料相談
実施中

ご葬儀

お気軽にお問い合わせください

http://lls.sakura.ne.jp/souzoku.html

050-3786-4790050-3786-4790

詳しくは裏面を
ご覧ください

ロングライフサポート協会

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目19-14
ビーエスビル博多3階A2号
一般社団法人ロングライフサポート協会

営業日 月～金（土日祝日除く）
営業時間 9:00～18:00

全国対応



•相続財産を評価し、一覧表を作成。
•相続財産評価一覧表に基づき、遺産分割協議を
支援。
•相続税申告に関する各種軽減特例に関するアド
バイス。
•納税資⾦確保に関するアドバイス。（代償分割
の活用、延納・物納の活用など）
•税務調査対応に配慮した申告書添付書類の作成

生前の不動産売買から死後の遺言執行までワンストップ対応

相続税申告サービス

•相続財産につき、相続税評価及び相続税額、
•納税資⾦の過不⾜を試算（全体及び相続⼈毎）
•争族とならないための対策を提案し実⾏を支援
•現時点だけでなく、将来収益も含めての対策を
提案し、実⾏を支援（相続税、贈与税、法⼈税、
所得税のバランスを検討）

相続対策支援サービス

•所有財産につき資料の収集
•譲渡価格の査定
•買い主のソーシング
•売買交渉
•売買契約書の作成
•⼊⾦決済
•所有権移転手続き確認

不動産譲渡支援サービス
•相続関係資料の収集
•相続⼈の確定
•相続財産の確定
•遺言証書の作成
•相続発⽣時の相続財産移転の実⾏

遺⾔執⾏支援サービス

無料相談 無料
お見積り

ご成約
相続支援

ご相談から相続支援までの流れ

見積概算値：譲渡価格×3%＋6万円

見積概算値
相続財産の価額が300万円以下：30万円
300万円～３千万円以下 ：2%＋24万円
３千万円～3億円以下 ：1%＋54万円
3億円越え ：0.5%＋204万円

お問い合わせいただいた内容により
弁護士・司法書士を含む専門家に
担当を割り振ります。

ご希望される支援内容をお聞きして
最適な支援プランを構築いたします。

ご成約されるまで
完全無料です

身元引受のワンストップサービス「一般社団法人ロングライフサポート協会」
＆個人資産・相続対策に法律及び税務面でサポートする会計事務所系「マイツグループ」がサポートします。

一般社団法人ロングライフサポート協会×マイツグループ
http://www.myts.co.jp/japan/index.html マイツグループ

終活の総合相談窓口 050-3786-4790


